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「十和田市事業継続緊急対策給付
金」の申請期限は７月 31 日です

　新型コロナウイルス感染症の影
響により売上高が減少している市
内事業者に対して、給付金を支給
しています。
　対象となる人はお早めにお手続
きください。
※詳しくは市ホームページまたは
　QRコードからご覧ください。
問商工観光課☎ 51-6773

「「二二
は た ちは た ち

十歳十歳のつどい」のつどい」の開催について
　成年年齢が 20 歳から 18 歳に引き下げられたことにより、これまで「成人式」として開催してきた式
典を「二十歳のつどい」として開催します。

■令和5年二十歳のつどい■
　さまざまな経験を積んだ大人として、
主体的に取り組んでほしいという願い
を込め、従来通り 20 歳の人を対象とし
て式典を開催します。
とき　令和5年１月８日㈰　午後2時~
ところ　市民文化センター　大ホール
対象　平成 14 年４月2日~平成 15 年
　４月１日生まれの人
※本市にゆかりのある人は住民登録の有
　無を問わず参加できます。
※申し込み方法は、11 月頃にお知らせし
　ます。

■二十歳のつどい実行委員会委員募集■
　「二十歳のつどい」の企画・運営をしてくれる人を募集します。
一生に一度の思い出に残る式典を仲間と一緒に創ってみませんか。
対象　平成 14 年４月2日~平成 16 年４月１日生まれで、８月以
　降に開催される会議（平日夜、月2回程度）に出席できる人。
内容　「二十歳のつどい」の企画・構成、運営など
定員　10 人
申し込み方法　電話、FAX、メールのい
　ずれかで、　氏名（ふりがな）、生年
　月日、性別、住所、電話番号、職業
　（勤務先）または学校名を記載し申し
　込みください。
申込期限　７月 27 日㈬

ジョブカフェあおもりに女性専
用コーナーを設置しました

　仕事に不安を抱えている人、子育
てが落ち着き仕事への復帰を考えて
いる人などの相談に専属のコーディ
ネーターが対応します。　
対象　15 ~ 44 歳までの求職者
ところ　ジョブカフェあおもり
　（県観光物産館アスパム内）
※オンラインでの相談にも対応し
　ます。
問ジョブカフェあおもり

　☎ 017-731-1311
　FAX 017-731-1312　
　ホームページ
  https://www.jobcafe-aomori.jp

問青森県労働委員会事務局
　☎ 017-734-9832 
  FAX 017-734-8311

第 37 回奥入瀬川クリーン作戦

とき　８月 28 日㈰　
　▶午前８時 30 分　開会式▶午
　前９時~ 10 時 30 分　クリーン
　作戦（清掃作業）▶午前 11 時
　~正午　クリーン広場イベント
　（水神雷太鼓演奏、ニジマスの配付、
　受賞式：優勝賞品、参加賞など）
ところ　奥入瀬川鮭

さけます

鱒増殖漁業協
　同組合前河川敷広場（御

みゆきばし

幸橋下流）
申し込み方法　市ホームページか
　らダウンロードした申込書に5
　人以内のチームで申し込みくだ
　さい。（個人で申し込みの場合、
　当日チーム編成を行います。）
申込期限　８月 15 日㈪
問奥入瀬川クリーン対策協議会
  （ 奥入瀬川鮭鱒増殖漁業協同組
  合内 ）・ 佐々木☎ 23-3497

テレビの映像が乱れる可能性
があります

　7 月から各携帯電話事業者の新
しい電波（700M

メガヘルツ

Hz 帯）の利用が
始まります。ご家庭のテレビ映像
に影響が出た場合、700MHz 利用
推進協会が無償で回復作業を行い
ますので、詳しくは、お問い合わ
せください。
※費用請求などは一切ありません。　
　（詐欺行為にご注意ください。）
問700MHz テレビ受信障害対策
　コールセンター
　☎ 0120-700-012（IP 電話の場合
　☎ 050-3786-0700 年中無休　午
　前９時~午後 10 時）

７～９月定例労働相談会

　労働者と事業主との間に生じた
労働問題（解雇・賃金引き下げ・
長時間労働・パワハラなど）につ
いて、青森県労働委員会委員が相
談に応じます。
ところ　青森県労働委員会（青森
　市新町2丁目2－ 11　東奥日報
　新町ビル４階）

とき
７月5日㈫ 13：30 ~ 15：30

７月 24 日㈰ 10：30 ~ 12：30
８月2日㈫ 13：30 ~ 15：30
９月６日㈫ 13：30 ~ 15：30

９月 25 日㈰ 10：30 ~ 12：30

住民税非課税世帯等に対する臨時
特別給付金の確認書を送付します

　対象世帯で、7 月 19 日㈫を過
ぎても確認書が届かない場合は、
お問い合わせください。
対象　次の要件を全て満たす世帯
　▶令和３年 12 月 10 日において
　本市に住民登録がある世帯▶令
　和３年度または 4 年度の住民税
　均等割が非課税である世帯
※ただし、既に「住民税非課税世
　帯等に対する臨時特別給付金」
　を受給した世帯は対象外です。
給付額　１世帯 10 万円
※詳しくは市ホームページをご覧
　になるか、お問い合わせください。
問生活福祉課☎ 51-6749

前年の実行委員の皆さん

問スポーツ・生涯学習課☎ 58-0186
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX　24-3954
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